
                         

命
を
守
る
は
ず
の
国
保
の
現
状
は
？ 

国
民
の
３
割
が
加
入
し
て
い
る
、
「
国

民
皆
保
険
制
度
」
の
中
心
的
役
割
を
担
う

国
民
健
康
保
険
（
以
下
国
保
）
で
す
が
、

「
所
得
２
５
０
万
円
の
４
人

家
族
で
国
保
料
が
４４

万
円
」

（
大
阪
市
）
な
ど
高
す
ぎ
る
国

保
料
が
全
国
で
大
問
題
に
な

っ
て
い
ま
す
。
高
す
ぎ
る
保
険

料
（
税
）
を
払
い
き
れ
な
い
滞

納
世
帯
は
２
割
を
超
え
る
３８９

万
世
帯
、
“
制
裁
”
と
し
て
１

５
３
万
世
帯
で
正
規
保
険
証

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

内
訳
は
、
短
期
保
険
証
世
帯
が

１２４
万
、
保
険
証
が
使
え
ず
窓
口

で
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
資
格
証
明
書
世

帯
が
２９
万
で
す
。
受
診
控
え
に
よ
る
死

亡
は
２
０
１
１
年
で
６７
人
（
全
日
本
民
医

連
調
査
）
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。 

 

 

公
務
員
が
加
入
す
る
共
済
保
険
や
企

業
が
加
入
す
る
社
会
保
険
は
、
使
用
者
と

労
働
者
が
保
険
料
を
５０
％
ず
つ
負
担
し

ま
す
。
し
か
し
国
保
は
、
自
営
業
者
や
年

金
生
活
者
な
ど
が
加
入
す
る
た
め
使
用

者
に
替
わ
っ
て
国
が
負
担
し
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
国
保
財
政
に
お
け
る
国
の
負
担
割

合
を
５
０
％
か
ら
２
５
％
に
ま
で
減
ら

し
、
国
の
責
任
を
後
退
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
、
非
正
規
労
働
者
と
年
金
生
活
者

な
ど
が
国
保
世
帯
主
の
７
割
以
上
を
占

め
、
「
国
保
世
帯
の
貧
困
化
」
で
国
保
財

政
は
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

         

国
保
の
「
広
域
化
」
の
狙
い 

こ
の
厳
し
さ
を
市
町
村
国
保
同
士
に

“
助
け
合
い
”
を
さ
せ
、
保
険
料
値
上
げ
、

医
療
費
の
抑
制
・
国
庫
負
担
を
減
ら
す
の

が
「
国
保
の
広
域
化
」
の
ね
ら
い
で
す
。

昨
年
４
月
に
国
保
の
「
都
道
府
県
単
位

化
」
す
る
法
律
が
成
立
し
、
２
０
１
５
年

４
月
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。
広
域
化
へ
都

道
府
県
や
市
町
村
で
検
討
・
試
算
が
す
す

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
基
本
的
な
流
れ
は 

埼
玉
県
国
保
連
合
会
は
か
か
っ
た
医
療

費
の
「
給
付
財
政
」
を
管
理
し
ま
す 

 
 
 
 
⇓
 

埼
玉
県
国
保
連
合
会
は
、
県
内
の
市
町
村

国
保
ご
と
に
、
国
保
加
入
者
数
や
住
民
が

使
っ
た
医
療
費
に
応
じ
て
拠
出
金
額
を

決
め
請
求
し
ま
す
。 

 
 
⇓
 

そ
の
請
求
額
に
応
じ
、
各
市
町
村
は
独
自

に
保
険
料
率
を
決
め
、
住
民
に
国
保
税
を

賦
課
・
徴
収
し
、
県
の
国
保
連
合
会
に
納

め
（
拠
出
）
ま
す
。 

 
 
⇓
 

埼
玉
県
国
保
連
合
会
は
、
医
療
機
関
に
支

払
う
医
療
費
分
を
県
内
各
市
町
村
国
保

に
交
付
し
ま
す
。 

 

こ
こ
で
問
題
は 

給
付
財
政
が
「
都
道
府
県
単
位
」
に
な

る
こ
と
で
、
給
付
費
が
少
な
く
一
般
会
計

か
ら
の
繰
り
入
れ
で
保
険
税
を
安
く
抑

え
て
い
る
市
町
村
が
、
今
後
給
付
費
が
多

い
市
町
村
の
「
犠
牲
」
に
な
る
か
た
ち
で
、

保
険
税
の
引
き
上
げ
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
市
町
村
合
併

で
、
吉
田
町
・
荒
川
村
は
国
保
税
の
所

得
割
率
を
秩
父
市
に
合
わ
せ
値
上
げ
さ

れ
ま
し
た
。 

社
会
保
障
と
し
て
の
国
保
を
守
ろ
う 

国
保
は
住
民
の
命
と
健
康
を
守
る
社

会
保
障
制
度
で
す
。
こ
の
改
正
国
保
法

が
施
行
さ
れ
て
も
、
国
保
の
実
施
主
体

は
各
市
町
村
で
す
。
市
町
村
が
一
般
会

計
繰
入
れ
や
国
保
税
の
減
免
制
度
な
ど

の
独
自
施
策
を
続
け
る
こ
と
は
可
能
で

す
。
２
０
１
５
年
実
施
へ
む
け
て
制
度

の
具
体
化
に
注
視
し
、
負
担
増
・
給
付

削
減
を
許
さ
ず
、
国
民
皆
保
険
制
度
を

守
る
こ
と
が
大
事
で
す
。 

しあわせを 

共に産み出す党 

日 本 共 産 党 

２０１3年２月２４日 
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